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⑤利用の登録申し込み

⑥現地確認の申し出

④空き家情報の提供（市HP）

①空き家の登録申し込み

③物件調査

③物件調査

※数字は手続きの順番を表しています。
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⑦

⑪成約助成金の申請

⑩仲介、契約、連絡調整

⑫成約助成金の交付

⑧登録物件の案内

⑨交渉・契約の申し込み
⑩仲介、契約、連絡調整

協  

定

空き家対策
　近年、適切な管理が行われていない空き家が社会問
題化し、平成27年に「空家等対策の推進に関する特別
措置法」が施行され、本市でも空き家に関する相談が増
えていることを受け、平成29年12月に「匝瑳市空家等
対策の推進に関する条例」を施行しました。

　法令では、空き家の所有者（管理者）は、周辺の生活環境に
悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めるもの
と定められています。
　空き家は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建
物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に
悪影響を及ぼします。また、空き家を管理不全な状態で放置
した結果、家屋の倒壊や屋根材の飛散などによって他人に被
害を与えた場合には、空き家の所有者（管理者）が責任を問わ
れる場合もあります。
　定期的に空き家を確認し、草刈りや損傷箇所の修繕を行う
など適切に管理をしてください。

空き家の所有者（管理者）の皆さんへのお願い

　市では、空き家の有効活用を通した移住・定住の促進によ
る地域活性化のため、「匝瑳市空き家バンク事業」を実施して
います。
　「空き家を誰かに売りたい、貸したい」などと考えている空
き家所有者の皆さんは、空き家バンクをご利用ください。
　詳しくは、市ホームページの「匝瑳市空き家バンク」のペー
ジをご覧ください。

「空き家バンク」制度

◦�本庁�企画課・まちづくり戦略室 ☎ 73-0081
空き家バンクに関する問い合わせ先

　地域に管理されていない空き家があり、周辺に悪影響を及
ぼしている場合は、下記まで情報提供をお願いします。
　市で現地調査・所有者調査を実施した後に所有者や管理者
に対して、助言や情報提供を行います。

空き家の情報提供のお願い

◦�本庁�都市整備課・管理班 ☎ 73-0091
連絡先
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�市税および国民健康保険税に未納がないことを証する
書類（完納証明書）
�請書（入居連帯保証書）
�連帯保証人の印鑑登録証明書
�連帯保証人の所得証明書

該当する人のみ必要な書類
�婚約証明書（婚約中に申し込んだ人。用紙は都市整備課
で配布）
�身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳・生活保護法
の被保護者証明書・戦傷者手帳・原子爆弾被爆者認定
書・引揚者証明書などの写し
�家賃領収書の最近3か月分（借家・アパートなどに居住
している人）
�その他（就職・退職などした人はその証明書類）

　�　募集は年4回程度（2月・5月・8月・11月）の予定で、空き
室のある場合に行います。募集時期は広報紙および市ホー
ムページでお知らせします。

募集時期

◦�ペットなどを飼うことはできません。
◦�入居時には敷金（決定家賃の3か月分）と入居月の日割り
家賃が必要となります。
◦�入居後は市営住宅へ住所変更し、変更後の住民票の写し
の提出が必要です。

その他注意事項

住宅の建築など
本庁�都市整備課 ☎ 73-0091問い合わせ

　建築物を建築（増築や改築を含む）しようとするときは、あ
らかじめ建築確認申請を行い、千葉県の建築主事または民間
の指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。

建築確認

　市では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都
市計画法に基づく「用途地域」などが定められています。
　用途地域などの区分により建ぺい率と容積率などが決め
られていますので、建物を建てる際には、事前に都市整備課
に用途地域などを確認してください。

用途地域などの指定

　地震に強いまちづくりを進めるために、昭和56年5月31
日以前に建築された既存の木造住宅について耐震診断・改修
工事を実施した場合に、費用の一部を補助しています。申請
が必要ですので、事前に都市整備課にお問い合わせくださ
い。

木造住宅耐震診断・改修補助金

入居候補者が必要な書類（資格審査を行います）
�源泉徴収票の写しなどの収入を証明する書類（入居予
定者全員）
�健康保険被保険者証の写し（入居予定者全員）
�戸籍謄本（戸籍全部事項証明書。入居予定者全員分が記
載されているもの）
�住民票の写し（入居予定者全員分で記載内容の省略の
ないもの）

市営住宅
本庁�都市整備課・管理班 ☎ 73-0091問い合わせ

　市営住宅は公営住宅法に定められた低所得者のため
の住宅です。
市内の市営住宅
　新つばき団地（平成14年築）
　�　椿1664番地5　1DK、2DK、3DK
　いいぐら団地（昭和46年～50年築）
　�　飯倉1365番地　2DK
　※�家賃は収入や家族構成などにより異なります。
　※�つばき団地、すみれ団地、丸の内団地、高松団地は、老朽
化のため新規入居者の募集は行いません。

　�　市営住宅に入居できるのは、
❶��持ち家がなく、現在住宅に困窮していることが明らか
な人

❷��市税および国民健康保険税に未納のない人
❸��市内に住所または勤務場所を有する人
❹���申し込み本人または同居しようとする家族が暴力団員
でないこと

❺��市長が適当と認める連帯保証人があること（原則とし
て市内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居者と同等
以上の収入を有する人）

　のすべてを満たす人の中で、
　募集月の前月末日現在で、60歳未満の人
❶��単身入居は不可（同居する親族、婚姻予約者、または婚
姻届を出していないが事実上婚姻関係と同等の事情に
ある人のいずれかがいること）

❷��入居希望者全員の収入の合算額（認定月収額）が15万
8,000円以下であること

　募集月の前月末日現在で、60歳以上の人
❶��単身入居可
❷��入居希望者全員の収入の合算額（認定月収額）が、15万
8,000円以下であること

　�身体障がい者・精神障がい者・生活保護法の被保護者・戦傷
病者・原子爆弾被爆者・引揚者
❶��単身入居可
❷��入居希望者全員の収入の合算額（認定月収額）が、21万
4,000円以下であること

市営住宅入居資格

提出書類
申し込み時に必要な書類
�市営住宅入居申込（申出）書
�収入に関する書類

　※�申し込みが募集戸数を超えた場合は、抽選により入居候
補者を決定します。
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　市内の施工業者を利用して住宅のリフォーム工事を行う
市民に対して、その工事費用の一部を補助します。

住宅リフォーム補助

◦�新築から10年以上経過している住宅
◦�その他の住宅に係るリフォームなどの補助を受けてい
ないこと

対象住宅

　�　工事の契約前に、申請書のほか必要書類を添付して提出
してください。
◦�申請先　都市整備課・管理班

申し込み

◦�市内の施工業者によるリフォーム工事（工事金額が税抜
き20万円以上のもの）
◦�別途定める項目のいずれかに該当するリフォーム工事
◦�当該年度の1月末日までに工事が完了し、かつ実績報告
ができること

　※�共同住宅および併用住宅については、個人住宅部分のみ
該当

対象工事

◦�住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族で、本市
の住民基本台帳に登録がありかつ居住している人
◦�補助金交付後10年以上居住する意思を持っている人
◦�所有者および申請者の世帯全員が市税および国民保険
税に未納がないこと　など

対象者

　�　工事金額（税抜き）の10分の1（上限20万円。1,000円未
満の端数は切り捨て）

補助金の交付額

防犯対策
本庁�環境生活課・市民協働班 ☎ 73-0088
野栄総合支所� 　　　　　　 ☎ 67-3111

問い合わせ

　市内において、「車上ねらい」事件が多発しています。車か
ら離れたほんのわずかの間に発生しています。皆さんの大切
な愛車や貴重品を守るため、しっかりと防犯対策をしましょ
う。

車上ねらいの防止

車上ねらい（自動車などの車内から金品を盗むこと）
手口
　�　車から離れたほんのわずかの時間や、シャッターなどの
無い駐車場の車からバッグや貴重品が盗まれています。

対策
◦�短時間の駐車でも窓を完全に閉め、必ずドアロックを掛
ける。
◦�警報装置を付ける。
　　�車外から見えるところに「警報装置設置」と表示すると
効果的です。
◦�車内に貴重品（バッグ、財布、免許証、カード類など）を置
いたまま車から離れない。

　　�ドアロックをしていても車外からバッグや現金などが
見えると、車上ねらいのターゲットになります。
◦�路上駐車はせず、監視の行き届いた安全な駐車場に止め
る。

　子どもたちが犯罪に遭う事件が後を絶ちません。子どもた
ちが被害に遭わないよう、今すぐにできる防犯対策に取り組
みましょう。

子どもの安全対策

地域のみんなで、子どもの安全を守りましょう
　�　登下校の時間帯に通学路の子どもたちを見守りましょう。
　�　暗くなるまで遊んでいる子どもを見掛けたら、早く帰る
よう「ひと声」掛けましょう。

防犯意識を持たせるため、子どもに三つの
合言葉を覚えてもらいましょう
危険回避の合言葉「いか・の・お・す・し」
◦�ついて「いか」ない
◦�車に「の」らない
◦�助けて！と「お」お声を出す
◦�怖い思いをしたら大人のいる方に「す」ぐ逃げる
◦�周りの人にすぐ「し」らせる

不審者を見分ける合言葉「は・ち・み・つ・じま・ん」
◦�しつこく「は」なし掛けてくる人
◦�ぐんぐん「ち」かづいてくる人
◦�じっと「み」つめてくる人
◦�後をいつまでも「つ」いてくる人
◦�「じ」っと「ま」っている人
◦�こんな人に会ったら「ん？」と注意

危険な場所を見分ける合言葉「ひ・ま・わ・り」
◦�「ひ」とりだけになる所
◦�「ま」わりから見えない、見えにくい所
◦�「わ」かれ道、裏道がある所
◦�「り」ようされていない家や空き地がある所
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足場になるものは片付けましょう
　�　家の周りに、泥棒が侵入するための足場になるような物
を置かないよう片付けておきましょう。

合鍵を置かないようにしましょう
　�　郵便受けや植木鉢の下などに、鍵を置かないようにしま
しょう。

新聞や郵便物をためないようにしましょう
　�　新聞などがたまっていると、「留守宅である」と泥棒に分
かってしまいます。長期間留守にするときは、配達をやめ
てもらうよう新聞店に依頼をしてください。

　電話d
で
e詐欺（特殊詐欺）の10類型（出典：千葉県警察ホーム

ページ）

電話de詐欺

オレオレ詐欺
　�　親族などを名乗り、「会社の書類が入ったかばんを無く
した。お金が必要」などと言って、金銭などをだまし取る
（脅し取る）手口です。

預貯金詐欺
　�　警察官や銀行協会職員などを名乗り、「あなたの口座が
悪用されている。キャッシュカードを交換する必要があ
る」などと言ったり、市役所職員などを名乗り、「医療費の
還付金がある。こちらで手続きするのでカードを預かる」
などと言って、暗証番号を聞き出した上でキャッシュカー
ドや通帳をだまし取る（脅し取る）手口です。

架空料金請求詐欺
　�　有料サイトや消費料金などについて、「未払いの料金があ
る。今日中に払わなければ裁判になる」などとメールやはがき
（封書）で知らせ、金銭などをだまし取る（脅し取る）手口です。

還付金詐欺
　�　市役所職員などを名乗り、「還付金があるので手続きしてほ
しい」などと言って、被害者にＡＴＭ（現金自動預払機）を操作
させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口です。

鍵掛けを確実にしましょう
　�　市内で空き巣被害にあった住宅の半数以上は、鍵が掛
かっていないところからの侵入です。
　�　ごみ出しや子どもの送迎など、ちょっとした外出でも必
ず鍵を掛けましょう。
　�　特に、鍵掛けを忘れがちな浴室やトイレの窓なども、施
錠の確認をしましょう。在宅時にも、使っている部屋以外
は鍵を掛けましょう。テレビや電話に集中していたり、昼
寝をしたりしているときなどが要注意です。

あいさつを交わしましょう
　�　日頃から近所の人とあいさつを交わしましょう。
　�　普段からあいさつを行っていると不審者の姿や物音に
気付きやすくなります。泥棒は、声を掛けられたり、ジロジ
ロ見られたりするのを一番嫌います。

その他の特殊詐欺
　�　上記の類型に該当しない特殊詐欺のことをいいます。

キャッシュカード詐欺
　�　警察官や銀行協会、大手百貨店などの職員を名乗り、
「キャッシュカードが不正に利用されている」などと言っ
て、キャッシュカードなどを準備させた上で、隙を見て
キャッシュカードなどをすり替えて盗み取る手口です。

金融商品詐欺
　�　価値が全くない未公開株や高価な物品などについて嘘の
情報を教えて、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入
代金として金銭などをだまし取る（脅し取る）手口です。

ギャンブル詐欺
　�　「パチンコ打ち子募集」などと雑誌に掲載したり、メール
を送りつけ、会員登録などを申し込んできた人に、登録料や
情報料として金銭などをだまし取る（脅し取る）手口です。

交際あっせん詐欺
　�　「女性紹介」などと雑誌に掲載したり、メールを送りつ
け、紹介を申し込んできた人に、会員登録料金や保証金と
して金銭などをだまし取る（脅し取る）手口です。

融資保証金詐欺
　�　実際には融資しないのに、簡単に融資が受けられると信
じ込ませ、融資を申し込んできた人に対し、「融資するには
保証金が必要」などと言って、金銭などをだまし取る（脅し
取る）手口です。

　�　まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の
利用停止を求めましょう。連絡が早ければ、被害を免れる
こともあります。

もしもお金を払ってしまったら

　�　振り込め詐欺救済法では、預金口座などへの振り込みを
利用して行われた詐欺などの犯罪行為により被害を受け
た人の財産的被害の迅速な回復などを目的としています。
　�　金融庁ホームページに救済法について掲載
されています。
　�https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/
index.html

空き巣
空き巣対策

　防犯灯とは夜間における犯罪、事故などを未然に防止する
ために、生活道路などを照明する電灯です。
　現在、市内には、約4,700灯が設置されており、防犯灯が設置
されている柱には、防犯灯管理プレートを貼付してあります。

防犯灯

　�　防犯灯は、「匝瑳市防犯灯の設置及び維持管理要綱」に基
づいて設置をしています。
　�　新たに設置を希望する場合は、地元の区長・連絡員また
は防犯指導員を通じて、申請してください。

防犯灯を新たに設置したいとき

　�　防犯灯の不点灯や破損などの不具合があった場合には、
環境生活課まで連絡をしてください。連絡の際に、防犯灯
管理プレート番号（例　5-008匝瑳市）、東京電力の電柱番
号（例　飯塚新田103）などを伝えてください。
　�　業者への修理依頼は、原則として、月曜日から金曜日ま
でに連絡のあったものを、翌週の月曜日に行っています。

防犯灯の不具合を発見したとき
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区分 単位
使用料

利用時間
管内 管外

火　　葬

13歳以上 1体 10,000円 50,000円 ―

13歳未満 1体 7,000円 35,000円 ―

埋葬した死体
（改葬） 1棺 6,000円 30,000円 ―

死産児 1胎 5,000円 25,000円 ―

身体の一部 1件 5,000円 25,000円 ―

式　　場
通夜 1回 70,000円 140,000円 16時～21時

夜間（泊まり） 1回 10,000円 20,000円 21時～翌9時

告別式 1回 70,000円 140,000円 9時～15時

遺族控室 初七日等供養 1回 5,000円 10,000円 告別式後～
17時

霊 安 室 1棺 24時間 5,000円 10,000円 ―

〒289-2105
山桑730番地案内図

火葬・葬儀
山桑メモリアルホール ☎ 73-8000問い合わせ

山桑メモリアルホール
　緑の風景に囲まれ、人生の終幕にふさわしい山桑メモリアルホールは、火葬場と式場が一体となっており、火葬から通夜・告別
式までが行える施設です。

予約方法
死亡届提出時に火葬・式場利用の予約申し込みをしてください。市町窓口

霊柩車を依頼したとき、火葬・式場利用の予約申し込みをしてください。登録葬祭業者は、山桑メモリアルホール
に24時間予約ができます。�
※火葬を行う場合は、埋火葬許可証と印鑑を忘れずにお持ちください。

葬祭業者

※�上表の「管内」とは、死亡者・申請者（喪主）の使用許可時の住所が、一市二町（匝瑳
市、多古町、横芝光町の旧光町区域）の住民基本台帳に登録されている場合で、「管
外」とはそれ以外の場合です。
※祭壇は4種類（仏式・神式・キリスト式・正宗式）あります。
※�使用料は祭壇込みの料金で、式場利用の場合は遺族控室1、火葬の場合は待合室の1
部屋込みとなります。

　�　8時30分～17時
受付時間

　�　毎月第2・第4友引日（通夜は可能）
と、1月1日・2日の年間26日

休日
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農林水産業・商工業農林水産業・商工業
農林水産業

本庁�農林水産課・振興班 ☎ 73-0089
野栄総合支所� 　　　　 ☎ 67-3111

問い合わせ

　農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営の改善を計画
的に進めようとする農業者から提出された経営改善計画を
市長が認定し、改善計画の達成に向けて行政や農業関係機
関・団体が支援していく制度です。
◦�低利資金の融資（スーパーL資金、スーパーS資金、農業近代
化資金のうち認定農業者の特例分）が受けられます。
◦�一定要件以上の規模拡大を図った場合に、設備の割り増し
償却ができます。
◦�規模拡大のための農地の利用集積に当たっては、優先的に
配慮されます。

認定農業者制度
　農用地の有効利用と経営規模の拡大を図るため、農用地の
利用権の設定や所有権の移転を促進する事業です。
　農振農用地区域内の農地について所有権移転をする場合、
税制上の特例措置があります。

利用権設定等促進事業

　野菜や花などの栽培を通じて、農業に対する理解関心を育
みながら、都市と農村の相互交流を深めることを目的とし
て、市では市民農園を整備し、利用者に貸し出しています。
　農園を適正に管理できる人であれば、借受者の居住地は問
いません。市外在住者も利用することができます。

市民農園の貸し出し

　農林水産業に携わる皆さんが、経営規模の拡大や事業の改
善を行うのに必要な資金を、長期・低利に利用できるよう設
けられた制度です。
　約定通り返済された場合には、利子補給を受けることがで
きます。

農林水産業制度融資

　農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法
律（農振法）に基づき、優良農地の保全と農業の振興を図ろう
とするものです。
　農地を住宅地などに転用するために、農用地区域から除外
する場合には、農振法に基づく手続きが必要となります。

農業振興地域整備計画

農業近代化資金
　�　農業経営の改善のため、建構築物、農機具などの整備拡
充などにより、農業経営の発展に必要な資金です。
　◦限度額：�個人1,800万円、集落営農組織・農事組合法人2

億円など
　◦償還期間：7～20年以内

農業経営基盤強化資金
　�　経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体の育成に資す
るため、農業経営基盤強化促進法の経営改善計画などの認
定を受けた農業者（認定農業者）が計画に即した規模拡大、
その他経営展開を図るのに必要な資金です。
　◦限度額：個人6億円、法人20億円
　◦�償還期間：25年以内

漁業近代化資金
　�　漁業経営の改善のため、漁船、漁具および水産施設など
を取得するために必要な資金です。
　◦限度額：�個人・法人・任意団体など3億6,000万円、漁協な

ど12億円
　◦償還期間：5～20年以内

　漁船、その他船舶で船員として就労する場合は、船員法の
規定に基づき、船員手帳を受有しなければなりません。

船員手帳の交付

　�　豊和地区飯塚に第一市民農園を、野田地区今泉に第二市
民農園を開設しています。

市民農園の紹介

第一市民農園「ふれあい農園飯塚」
　�　ふれあいパーク八日市場の東側に開設された市民農園
です。開設以来、市内外を問わず多くの人に利用されてい
ます。
◦所在地：�米持980番地4ほか（ふれあいパーク八日市場東

側。東総広域農道沿い）
◦区画数：全35区画（1区画は約30平方メートル）
◦設備：�散水栓、貸し出し農具、一輪車、倉庫、ベンチ、駐車

場・トイレ（隣接公園内）
◦貸出期間：�4月1日～翌年3月31日の1年間（単年度契約）
◦賃借料：1区画当たり　3,000円

第二市民農園「ふれあい農園のさか」
　�　野栄総合支所南側に位置し、のさかアリーナ、のさか花
の広場、野栄ふれあい公園など、近隣施設へのアクセスも
良好です。
◦所在地：今泉6539番地ほか（野栄総合支所南側）
◦区画数：全77区画（1区画は約30平方メートル）
◦設備：�散水栓、貸し出し農具、一輪車、倉庫、ベンチ、駐車

場・トイレ（隣接施設内）
◦貸出期間：�4月1日～翌年3月31日の1年間（単年度契約）
◦賃借料：1区画当たり　3,000円
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商工業
本庁�商工観光課・商工観光班
☎ 73-0014

問い合わせ

　千葉県信用保証協会の信用保証に基づき中小企業者の金
融難を緩和し、企業の健全な経営発展を図るため設けられた
制度です。
　約定通り返済された場合には、利子補給を受けることがで
きます。

市制度融資

事業資金（運転資金）
　�　原材料、商品などの仕入れおよび手形買掛金決済などに
必要な資金です。
　◦限度額：1,000万円
　◦償還期間：5年以内

小売商業設備近代化資金
　�　小売業を営む事業者が店舗など設備の近代化に要する
資金および大型店に入店するために必要な設備資金です。
　◦限度額：2,000万円
　◦償還期間：10年以内

事業資金（設備資金）
　�　店舗・工場などの新増築・改装およびその他の機械や各
種設備の購入資金です。
　◦�限度額：3,000万円（運転資金と併用の場合上限3,000
万円）

　◦償還期間：�10年以内

小口零細企業資金（運転資金）
　◦限度額：300万円
　◦償還期間：3年以内

小口零細企業資金（設備資金）
　◦限度額：300万円
　◦償還期間：5年以内
　❶��常時使用する従業員が20人（商業またはサービス業は

5人）以下の法人および個人で事業経営上必要な運転ま
たは設備資金であること。

　❷��既存の信用保証協会の保証債務残高の合計が2,000万
円以内であること。

　❸��申込日、前1年間において納期が到来した所得税・事業
税・市県民税のいずれかが課され、かつ完納しているこ
と。�
※�市県民税については、所得割が課されていることが
条件となります。

市制度融資の申込資格
　�　市内で同一事業を1年以上営んでいる中小企業者で、市
税および国民健康保険税に未納がないこと。

創業支援

　�　空き店舗対策や起業支援を図るため、市内の空き店舗を
活用して事業を行う人を対象に、店舗の改装費や賃借料の
一部を補助します。

空き店舗活用支援事業補助金

創業資金利子補給金
　�　市内での創業を資金面で支援するために、株式会社日本
政策金融公庫または千葉県の創業資金の融資を受けた人
に対し、利子の一部を補給します。
　◦�対象：市内に事業所を有し、事業を展開している（する予
定の）人または法人

　◦�対象融資：株式会社日本政策金融公庫の「新創業融資制
度」「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」
「再挑戦支援融資」「生活衛生貸付のうち新規開業資金に
係るもの」。千葉県の創業資金

　◦�補給率：年1％（金利が1％以下または特定創業支援事業
（匝瑳市創業塾など）を受けた場合は利子の全額を補給）

　◦�補給期間：36月以内
　◦�融資額：3,000万円以下の融資
　※�申請期限は利子補給対象期間（1月から12月）の翌年1月
末までです。

農業者年金は、農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが
できるよう国民年金（基礎年金）に上乗せした公的年金です。
　認定農業者など一定の要件を備えた担い手に対しては、保
険料の国庫補助があります。

農業者年金

　農地を農地として所有権移転や貸し借りなどをする場合
は、農業委員会の許可が必要です。
　また、農地を農地以外に転用する場合は、千葉県知事の許
可が必要です。

農地の権利移転・設定・農地転用

農業委員会
農業委員会�事務局 ☎ 73-0090問い合わせ

　◦対象となる空き店舗：過去に営業が行われていた実績があり、3
か月以上営業が行われていない匝瑳市の区域内に所在する店舗

　◦補助の内容：店舗改装費は補助対象経費の2分の1以内で上限
80万円（原則、市内事業者の工事請負に限る）。店舗賃借料は補
助対象経費の2分の1以内で月額上限5万円（通算24月限度）

　※補助金は併給可能で、2年間で最大200万円を交付します。
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広報・広聴／議会／選挙広報・広聴／議会／選挙
広報・広聴 議会

本庁�秘書課・広報広聴班 ☎ 73-0080問い合わせ 市議会�事務局 ☎ 73-0099問い合わせ

　匝瑳市を豊かで住みよいまちにするために、市民の中から
代表者を選び、その代表者を通じて市政運営の話し合いが持
たれます。この代表者が「市議会議員」で、市議会議員が市民
生活に関わる物事を話し合い、決定する場を「市議会」といい
ます。
　また、市長は、市議会で審議・決定した市の予算や条例など
に基づいて仕事を行います。このことから、市議会を「議決機
関」といい、市長をはじめ教育委員会、選挙管理委員会などを
「執行機関」といいます。

　毎月1日に、広報紙「広報そうさ」を発行し、新聞折り込みで
お届けしています。市政の動きや催し、地区の話題、日常生活
に必要な情報がいっぱいです。
　紙面は、市ホームページや専用アプリ「マチイ
ロ」でご覧いただけます。
　希望する新聞未購読世帯には郵送します。

広報そうさ 市議会

　市の概要をはじめ生活に役立つ情報を提供し
ます。�
（https://www.city.sosa.lg.jp/）

市ホームページ

　市政情報やイベント情報、災害時の緊急情報などを発信
しています。詳しくは市ホームページ「公式
Twitter」をご覧ください。
アカウント　＠sosa_city
https://twitter.com/sosa_city

市公式Twitter（ツイッター）

　市民参加のまちづくりを推進するため、市民の皆さんのご
意見・ご提言などをお聴きする広聴制度を設けています。

広聴制度

市長への手紙
　�　広報そうさへ刷り込んだ専用の手紙、または、はがきな
どでも受け付けしています。はがきなどの場合は、「市長へ
の手紙」と必ず記入してください。

メール
　�　市ホームページの専用フォームから送信してください。

ご意見箱
　�　市役所ロビー、野栄総合支所、八日市場公民館に設置し
てある「まちづくりご意見箱」に投

とうかん
函してください。

まちづくり懇談会
　�　団体やグループと市長が直接意見交換を行うスタイル
のタウンミーティングです。
　�　テーマを決め、10人以上のグループで申請してくださ
い。

まちづくり市長出前講座
　�　まちづくりに関するテーマについて、市長が団体やグ
ループに直接説明し、意見を伺います。
　�　講座を選び、10人以上のグループで申請してください。

　�　本市の議員定数は、18人です。
議員定数

　�　議会は、毎年3月・6月・9月・12月の年4回開かれる定例
会と、必要に応じて特定の事件に限って開かれる臨時会が
あります。議会の招集は市長が行いますが、会期（開会から
閉会までの期間）は議会が決めます。

議会の開催

　�　本会議は、議案（議会の議決を要する予算、条例、決算な
どの案件など）を審議し、議会の最終的意思を決める会議
で、原則半数以上の議員が出席しなければ会議を開くこと
ができません。
　�　本会議では、提出された議案の説明があり、これに対し
て議員が問いただしたり（質疑）、意見を述べたり（討論）し
ます。この他、市政全般についての質問（一般質問）をする
ことができます。

本会議

　議会に提案された議案、請願などは、議会で直ちに決める
こともありますが、数が多く内容が広範囲にわたるため、い
くつかの部門に分け、詳しく専門的に審査できるように委員
会が設けられています。
　現在、市議会には常に設置されている「総務」「文教福祉」
「産業建設」「予算決算」の4常任委員会があり、議員は、予算決
算常任委員会とその他の委員会一つに所属します。
　また、議会の運営をスムーズかつ能率的に行うため、議会
の運営に関するさまざまな問題についての協議を行う「議会
運営委員会」が設けられています。
　さらに、必要に応じて「特別委員会」を設けることができま
す。

委員会

総務常任委員会
　�　市政の企画、財政、税務、消防などに関する事項を審査します。

文教福祉常任委員会
　�　保健、福祉、学校教育、生涯学習、医療などに関する事項
を審査します。
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産業建設常任委員会
　�　環境、道路、住宅、都市計画、商業、工業、農林水産業など
に関する事項を審査します。

議会運営委員会
　�　議会運営に関する事項を協議します。

予算決算常任委員会
　�　市の予算、決算に関する事項を審査します。

請願・陳情は、市政などについて、皆さんが直接市議会に要望を
伝えられる制度であり、また、誰にでも認められている権利です。

請願・陳情

　�　請願・陳情書を提出する場合には、次の事項に留意して
ください。
◦�書式は決まっていませんが、用紙はＡ判サイズを用いて
ください。
◦�請願は、1人以上の紹介議員が必要です。表紙に紹介議員
の署名または記名押印を受けてください。
◦�請願書には、請願の趣旨、請願者の住所（法人の場合はそ
の名称および所在地）を記載し、請願者の署名または記
名押印（法人の場合は代表者の署名または記名押印）が
必要です。なお、連絡先の電話番号も記載してください。
◦�請願書はいつでも受け付けています。定例会ごとに審査
するため、定例会招集日の週の前週の金曜日（前週の金
曜日が休日の場合は、その前日）までに提出されない場
合は、次回の定例会で審査することになります。
◦�陳情書を提出する場合も書式は同様ですが、紹介議員は
必要ありません。
◦�本市議会の申し合わせにより、郵送による請願・陳情書
の提出は受け付けいたしません。

請願・陳情書の提出方法

　議場の傍聴席は38席あります。会議当日、受け付けで住
所・氏名を傍聴人名簿に記入すれば傍聴ができます。

傍聴

選挙
選挙管理委員会�事務局 ☎ 73-0084問い合わせ

　選挙のときに投票するためには、選挙人名簿に登録されて
いなければなりません。選挙人名簿の登録は選挙管理委員会
が住民基本台帳に基づいて職権で行います。

選挙人名簿

◦�満18歳以上の日本国民であること
◦�市内に住所があること
◦住民票が作成された日（転入の届け出をした日）から、引き
続き3か月以上本市の住民基本台帳に登録されていること

登録の要件

　�　本市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事などの都
合で投票日までに匝瑳市に帰れない人は、滞在地の選挙管
理委員会で不在者投票ができます。

滞在地での不在者投票

　�　身体に重度の障がいがあり、身体障害者手帳または戦傷
病者手帳の所有者で障がいの程度が下表に該当する人や、
要介護状態区分が「要介護5」の人は、自宅などで郵便など
による不在者投票ができます。

郵便などによる不在者投票

登録の時期
定時登録
　�　毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在で登録資格のある
人を、同日（同日が地方公共団体の休日に当たる場合は、直
後の休日以外の日）に登録します。

補正登録
　�　資格がありながらも選挙人名簿に登録されないときは、
本人の申し出により登録されます。

選挙時登録
　�　選挙が行われる場合に、その都度、基準日を定めて登録
資格のある人を登録します。

　投票日に投票所へ行けない場合、次の制度があります。

投票日に投票所へ行けない場合の制度

　�　投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などの用務がある人
は、期日前投票ができます。

期日前投票

選挙期日の公示日または告示日の翌日から
選挙期日の前日まで

投票期間

期日前投票所（市役所ロビーなど）投票場所

8時30分から20時まで投票時間

　�　都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設に指定さ
れている病院や老人ホームなどに入所中の人は、その施設
で不在者投票ができます。
　�　希望する人は、施設の担当者まで申し出てください。

病院など施設での不在者投票

手帳の種類 障がいの部位 障がいの程度

身体障害者
手帳

両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこ
う・直腸・小腸 1級または3級

免疫・肝臓 1級から3級

戦傷病者
手帳

両下肢・体幹 特別項症から
第2項症

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこ
う・直腸・小腸・肝臓

特別項症から
第3項症

※�郵便などによる不在者投票を行うためには、匝瑳市選挙管
理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要が
あります。

投票の方法
❶��匝瑳市選挙管理委員会などから「投票用紙等の請求書
兼宣誓書」を取得する。

❷��匝瑳市選挙管理委員会に対し、❶の文書で投票用紙を
請求する。

❸��匝瑳市選挙管理委員会から郵送されてきた投票用紙な
どを滞在先の選挙管理委員会に持参して不在者投票を
行う。
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相談相談
各種相談

相談名 内容 日時 場所 予約・問い合わせ
日曜納税窓口・納税相談 市税などの納付・相談 毎月第2・4日曜日　9時～12時 市役所税務課 市役所税務課 ☎ 73-0087

夜間納税窓口・納税相談 市税などの納付・相談 毎月25日　17時30分～19時30分
（休日の場合は翌日以降の開庁日） 市役所税務課 市役所税務課 ☎ 73-0087

税の無料相談（要予約） 税全般に関する相談 毎月第3火曜日
10時～12時、13時～16時 銚子商工会館 千葉県税理士会銚子支部

☎ 22-3901（平日午後受け付け）
法律相談（要予約） 法律全般に関する相談 隔週月曜日　13時～ 野栄福祉センター 社会福祉協議会 ☎ 67-5200

司法書士による電話相談 登記・法律・債務など 毎週月・水曜日　14時～17時
毎週土曜日　10時～12時、13時～15時 電話のみ ☎ 0120-971-438 千葉司法書士会

☎ 043-246-2666
行政書士会無料相談 相続・遺言・許認可など 毎月第3日曜日　13時30分～16時 広報紙などでご確認ください 広報紙などでご確認ください

人権・行政合同相談 人権に関わる悩み、行政
に関する相談など

毎月1回　10時～15時 市民ふれあいセンター
市役所秘書課 ☎ 73-0080

毎月1回　13時～15時 野栄総合支所
人権相談 人権に関わる悩みなど 月～金曜日　8時30分～17時15分 電話のみ ☎ 0570-003-110 法務局匝瑳支局 ☎ 72-0334

福祉電話相談 福祉全般に関する相談
24時間　365日
※ 訪問相談あり。夜間は電話転送で
対応。

電話のみ ☎ 60-2578 海匝ネットワーク

こころのピア相談（要予約） ピアサポーターによる個別相談 月～金曜日　9時～16時 市役所福祉課 市役所福祉課 ☎ 73-0096

精神保健福祉相談（要予約） 心の健康、精神疾患 毎月第3水曜日　13時30分～15時 八日市場地域保健センター 八日市場地域保健センター
☎ 72-1281

DV被害相談 配偶者などからの暴力
など

毎週月～金曜日　9時～17時 八日市場地域保健センター 八日市場地域保健センター
☎ 73-2321（電話受け付け）

毎日　24時間　※女性のみ 電話のみ ☎ 043-206-8002 千葉県女性サポートセンター
家庭児童相談 不登校・児童虐待など 月～金曜日　9時～16時 市役所福祉課 市役所福祉課 ☎ 73-0096
子育て電話相談 子育ての悩みなど 毎週月・水・金曜日　9時～16時 電話のみ ☎ 80-9560 市役所生涯学習課・生涯学習室

消費生活相談 契約時のトラブルなど 毎週月・火・木・金曜日
9時～12時、13時～16時 市役所商工観光課 匝瑳市消費生活センター

☎ 74-7007
クレジット・サラ金相談
（要予約） 借金問題など 毎週月曜日　13時30分～16時30分

※初回のみ無料（30分）
裁判所内　弁護士会館
（八日市場イ2755番地）

八日市場法律相談センター
☎ 72-0271

地域若者
サポートステーション 若者無業者の自立支援 毎月第4火曜日（原則）　10時～17時 広報紙などでご確認ください ワーカーズコープ

☎ 0476-24-7880

交通事故相談（要予約） 示談交渉や損害賠償など 毎月（4月除く）第1金曜日（原則）
10時～15時 市民ふれあいセンター 市役所環境生活課 ☎ 73-0088

　 　相談はすべて無料です。相談日や場所などは変更になることがありますので、事前に広報紙や市ホームページでご確認くだ
さい。

相談窓口一覧
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消費生活センター
本庁�匝瑳市消費生活センター ☎ 74-7007
月・火・木・金　9時～12時、13時～16時

問い合わせ

消費生活センターに多く相談が寄せられるトラブルを紹介します。

事例紹介

　クーリング・オフ制度は、訪問販売などの特定の取引につ
いて、契約してしまった場合でも、一定期間は消費者に考え
直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認めた制
度です。業者に解約料や商品の返送料を請求されても払う必
要はありません。ただしこのクーリング・オフできる期間は、
契約書を受け取った日を含めて8日間（マルチ商法、内職商法
は20日間）となります（例外もあります）。

クーリング・オフ制度

　◦�書面で、販売会社と信販会社に同時に通知する。（令和
4年6月から電子メール、ファクスなどの電磁的記録で
クーリングオフ通知を行うことが可能になりました）

　◦�書面の控えを必ずとっておく。
　◦�郵送の場合は、郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」を
推奨。

　◦�支払った金額は全額返金されます。商品引き取り料金は
業者負担です。

クーリング・オフの方法　◦�インターネットで商品を注文し、前払いで代金を振り込
んだが、商品が届かない、または違う商品が届く。

　◦�インターネットを利用中に、突然アダルトサイト登録画
面になり、利用料を請求される。

インターネットトラブル

　消費生活相談員が地域の皆さんの集まる会場へ出
向き、消費者被害を防止するための無料の出前講座を
行っています。
まずは消費生活センターに電話でお問い合わせください。

◦�対象：�市内在住のおおむね10人以上の団体・グループ（町
内会、地域の会合、シニアクラブ、子ども会など）

◦�日時・場所：相談の上、別途決定します。
◦�料金：�無料（会場使用料や広報などに係る費用は申込者負担）

消費生活出前講座

　�　「以前お申し込みいただいた商品ができましたので送り
ます」と、突然電話があり、「申し込んでいない」と断わる
と、「受け取ってもらわないと困る」と執

しつよう
拗に勧誘を繰り返

し、代金引換で商品を送り付ける。

送り付け商法

健康食品、書籍など商品例

　�　突然知らない業者が自宅を訪れ、十分な説明もなく貴金
属などを安値で買い取る。一度売り渡すと取り戻すことが
難しいので注意が必要。

訪問買い取り

宝石、指輪、金貨、植木など商品例

　�　「すごくいい話がある」「会員になると特典がある」など
と誘われ、次々と組織への加入者を増やすと利益になると
いうもの。商品を抱きかかえてしまい、もうかるはずが損
をするので要注意。

マルチ商法（若者に被害多発）

健康食品、化粧品、パソコン関連、浄水器など商品例

　�　「在宅ビジネスで高収入を」「技術を身につけ在宅ワーク
を」などと勧誘し、情報商材や受講料の契約をさせる。実際
にはほとんど収入は得られず、結局、損をする。

副業商法

投資（FXなど）商品例

　�　販売などで「1回目90％オフ」、「初回実質0円（送料の
み）」など通常価格より低価格で購入できることを広告す
る一方で、定期購入が条件となっている。
※�令和4年6月から、取引における基本的な事項を最終確
認画面などで明確に表示することが義務付けられまし
た。また、販売業者などの誤認させるような表示などに
より、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意
思表示を取り消すことができるようになりました。

定期購入

健康食品、化粧品、飲料の通信販売など商品例

　�　点検に来たと言って「布団にダニがいる」「工事をしない
と危険」「老朽化しているので交換」などと事実とは異なる
ことを言って工事や商品の契約をさせる。

点検商法（高齢者に被害多発）

布団、屋根工事、床下換気扇、浄水器、白アリ駆除など商品例
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施設一覧施設一覧
名称 所在地 電話番号

市役所

匝瑳市役所 八日市場ハ793番地2 ☎ 73-0084
（代表）

野栄総合支所 今泉6474番地 ☎ 67-3111
文化・スポーツ施設
八日市場公民館 八日市場イ2402番地 ☎ 72-0735
八日市場図書館 八日市場イ2402番地 ☎ 73-3746
のさか図書館 今泉6474番地 ☎ 80-6789
生涯学習センター 今泉6489番地1 ☎ 67-1264
飯倉駅市民多目的ホール 飯倉89番地3
八日市場ドーム 八日市場ハ793番地1 ☎ 73-0021
のさかアリーナ 今泉6536番地1 ☎ 67-1263 
市営グラウンド 上谷中2240番地8
山桑公園野球場 山桑125番地
みどり平東公園野球場 みどり平13番地2
野手浜総合グラウンド 野手17146番地84
八日市場
勤労青少年ホーム 八日市場イ2030番地 ☎ 73-4515

パークゴルフそうさ 吉崎4861番地3 ☎ 74-3751
主な公園
そうさ記念公園 八日市場ハ565番地1
天神山公園 八日市場イ2291番地
野栄ふれあい公園 今泉363番地
若潮公園 若潮町2番地1
天神山下公園 八日市場イ2330番地1
椿海公園 椿969番地1
みどり平東公園 みどり平13番地2
みどり平中公園 みどり平9番地2
みどり平西公園 みどり平1番地2
山桑公園 山桑125番地
平和東公園 平木1487番地1
小舟内公園 蕪里139番地27
平台公園 飯倉台17番地
鈴歌公園 飯倉台37番地1
飯塚沼農村公園 飯塚305番地
野手弁天池農村公園 野手1541番地
砂原児童遊園 八日市場イ2658番地
いいぐら団地児童遊園 飯倉1365番地
豊栄児童遊園 飯倉1628番地1
時曽根児童遊園 時曽根588番地
かぶざと児童遊園 蕪里2098番地2
大堀児童遊園 大堀835番地1
飯高児童遊園 小高248番地2
かしこね児童遊園 平木951番地
平和児童遊園 東谷499番地
すみれ団地児童遊園 上谷中288番地4
つばき団地児童遊園 椿1663番地5

名称 所在地 電話番号

今泉浜児童遊園 今泉8571番地2
保育所・保育園
八日市場保育所 八日市場イ2353番地1 ☎ 72-0728 
豊和保育所 大寺1428番地 ☎ 74-0344
吉田保育所 吉田4010番地4 ☎ 72-0668 
豊栄保育所 飯倉1615番地1 ☎ 72-0676
椿海保育園 椿969番地1 ☎ 72-2323
共興保育園 東小笹120番地1 ☎ 72-4400
須賀保育園 横須賀2914番地 ☎ 72-2312
平和保育所 平木3381番地 ☎ 73-1544
匝瑳保育園 堀ノ内360番地 ☎ 74-0123
東保育園 野手6044番地 ☎ 67-5150
栄保育園 栢田941番地1 ☎ 67-2872
幼稚園
八日市場幼稚園 八日市場イ2394番地 ☎ 72-0442
認定こども園
九十九里ホーム飯倉駅前
あかしあこども園 飯倉106番地1 ☎ 85-5852

小学校
平和小学校 平木1819番地 ☎ 72-0414
椿海小学校 椿973番地 ☎ 72-2353
八日市場小学校 八日市場イ2311番地 ☎ 72-1238
豊栄小学校 飯倉1847番地 ☎ 72-0531
須賀小学校 高1956番地 ☎ 72-0476
共興小学校 東小笹1160番地 ☎ 72-4525
吉田小学校 吉田4020番地 ☎ 72-0674
豊和小学校 大寺1492番地 ☎ 74-0644
栄小学校 栢田823番地 ☎ 67-2311
野田小学校 野手13034番地 ☎ 67-2345
中学校
八日市場第一中学校 上谷中2270番地5 ☎ 72-1185 
八日市場第二中学校 八日市場イ1687番地 ☎ 72-1375
野栄中学校 今泉5323番地3 ☎ 67-2415
高等学校など
県立匝瑳高等学校 八日市場イ1630番地 ☎ 72-1541
敬愛大学
八日市場高等学校 八日市場ロ390番地 ☎ 72-1588

県立
八日市場特別支援学校 平木930番地1 ☎ 72-2777

県立飯高特別支援学校 飯高1692番地 ☎ 70-5001
放課後児童クラブ
八日市場児童クラブ 八日市場小学校敷地内 ☎ 79-0181
豊栄第一、第二児童クラブ 豊栄小学校内 ☎ 73-6155
須賀児童クラブ 須賀小学校敷地内 ☎ 79-0543

　市内官公署など施設の一覧です。
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名称 所在地 電話番号

共興児童クラブ 共興コミュニティ
センター ☎ 72-5021

平和児童クラブ 平和小学校内 ☎ 79-0557

椿海第一児童クラブ 椿海コミュニティ
センター ☎ 73-5941

椿海第二児童クラブ 椿海小学校内 ☎ 73-6727
野田児童クラブ 野田小学校内 ☎ 67-5654
栄第一、第二児童クラブ 栄小学校敷地内 ☎ 67-1021
保健施設
匝瑳市保健センター 八日市場イ2408番地1 ☎ 73-1200 
子育て世代包括支援セン
ター「なないろ」 八日市場イ2408番地1 ☎ 73-7716 

国保匝瑳市民病院 八日市場イ1304番地 ☎ 72-1525
千葉県海匝健康福祉
センター（海匝保健所）八
日市場地域保健センター

八日市場イ2119番地1 ☎ 72-1281

福祉施設
市民ふれあいセンター 八日市場ハ793番地35 ☎ 73-0753
野栄福祉センター 今泉6491番地1
心身障害者福祉作業所
ほほえみ園 八日市場イ2190番地 ☎ 72-0025

匝瑳市マザーズホーム 八日市場ホ2016番地 ☎ 79-1333
匝瑳市介護老人保健施設
そうさぬくもりの郷 中台305番地 ☎ 79-1766 

訪問看護ステーション
つばきの里

八日市場イ1304番地
（匝瑳市民病院内） ☎ 79-1101

訪問看護ステーション
つばきの里
サテライトのさか

今泉6491番地1
（野栄福祉センター内） ☎ 67-2115

介護支援事業所つばき 八日市場イ1304番地
（匝瑳市民病院内） ☎ 79-1262

つどいの広場たんぽぽ 八日市場ホ2016番地 ☎ 72-0122
つどいの広場つくし 今泉6491番地1 ☎ 67-3117
その他の施設・団体など
匝瑳市学校給食センター 春海1916番地 ☎ 70-2210
ふれあいパーク八日市場 飯塚299番地2 ☎ 70-5080 
そうさ観光物産センター
匝りの里 八日市場イ137番地1 ☎ 85-5015

匝瑳中継施設 松山107番地 ☎ 85-7110
山桑メモリアルホール 山桑730番地 ☎ 73-8000
八匝水道企業団 生尾10番地 ☎ 73-3171
匝瑳市横芝光町消防組合
消防本部匝瑳消防署 八日市場ホ715番地 ☎ 72-0119

匝瑳市横芝光町消防組合
匝瑳消防署野栄分署 今泉6521番地8 ☎ 67-1119

匝瑳市商工会 八日市場イ2404番地1 ☎ 72-2528
匝瑳市
シルバー人材センター 八日市場ハ793番地34 ☎ 70-2030

千葉県海匝土木事務所 八日市場イ1999番地 ☎ 72-1100
千葉県海匝農業事務所本所 八日市場ハ671番地 ☎ 72-1556
匝瑳警察署 八日市場イ559番地1 ☎ 72-0110

名称 所在地 電話番号

千葉地方裁判所
八日市場支部 八日市場イ2760番地 ☎ 72-1300

千葉地方検察庁
八日市場支部 八日市場イ513番地2 ☎ 72-0268

千葉地方法務局匝瑳支局 八日市場ハ678番地3 ☎ 72-0334

匝瑳市社会福祉協議会 今泉6491番地1
（野栄福祉センター内） ☎ 67-5200

千葉銀行八日市場支店 八日市場イ2470番地 ☎ 72-1241
千葉興業銀行
八日市場支店 八日市場イ2571番地 ☎ 72-1561

京葉銀行八日市場支店 八日市場イ2578番地1 ☎ 72-1251
銚子信用金庫
八日市場支店 八日市場イ2461番地1 ☎ 72-1531

銚子商工信用組合
干潟支店 椿1268番地142 ☎ 73-3955

八日市場郵便局 八日市場ロ140番地1 ☎ 72-0001
　 〃 　万町郵便局 八日市場イ2429番地 ☎ 72-2412
　 〃 　砂原郵便局 八日市場イ2653番地 ☎ 72-2414
大寺郵便局 大寺1451番地3 ☎ 74-1411
吉田郵便局 吉田4012番地1 ☎ 72-2413
干潟駅前通郵便局 椿1268番地99 ☎ 72-2415
共興郵便局 吉崎75番地1 ☎ 72-4160
野手郵便局 野手10306番地8 ☎ 67-2997
栄郵便局 栢田1136番地1 ☎ 67-2996
JAちばみどり
　八日市場支店 八日市場ハ793番地7 ☎ 73-7111

　豊和支店 大寺1257番地2 ☎ 74-0643
　吉田支店 南神崎92番地2 ☎ 72-1377
　野栄支店 野手13587番地2 ☎ 67-2511
千葉県大利根土地改良区 八日市場ハ974番地2 ☎ 72-1506
千葉県農業共済組合
海匝支所匝瑳センター 横須賀306番地2 ☎ 72-1255

海匝漁業協同組合
匝瑳支所 川辺7202番地 ☎ 67-5115

須賀
コミュニティセンター 高799番地1

椿海
コミュニティセンター 椿969番地1

豊栄
コミュニティセンター 木積84番地

吉田
コミュニティセンター 南神崎81番地2

豊和
コミュニティセンター 大寺1481番地1

平和
コミュニティセンター 平木3377番地3

飯高
コミュニティセンター 飯高1680番地1

匝瑳
コミュニティセンター 大浦1131番地1

共興
コミュニティセンター 東小笹1179番地2
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